　　　豊岡市居宅生活支援事業実施要綱

平成25年３月29日豊岡市告示第100号
改正　平成26年３月28日豊岡市告示第103号　平成27年４月１日豊岡市告示第138号
平成28年３月31日豊岡市告示第141号　令和３年３月26日豊岡市告示第90号
　　　令和５年11月16日豊岡市告示第330号　令和７年12月12日豊岡市告示第313号
　（目的）

第１条　この事業は、障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）の日常生活における活動の場を確保し、社会に適応するための日常的な訓練を行うこと及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援を行うことを目的とする。
（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

　⑴　障害者等　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。）第４条第１項に定める障害者及び同条第２項に定める障害児

　⑵　全身性障害者　肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級又は２級に該当する者
　⑶　身体障害者　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

　⑷　知的障害者　兵庫県療育手帳制度要綱（昭和49年兵庫県制定）の規定により療育手帳の交付を受けている者
　⑸　精神障害者　精神保健及び精神障害福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は法第52条第１項に定める自立支援医療（精神通院医療に限る。）の認定を受けている者
　⑹　難病患者　治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者
（事業内容）

第３条　この要綱で実施する事業は、次の各号に掲げるもののうち、原則として１日で用務を終えるものとする。

⑴　移動支援事業（社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するもの）
⑵　日中一時支援事業（障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、日中、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行うもの）
⑶　身体障害者デイサービス事業（障害者等の日常生活における基本的な動作指導のための支援をするもの）
　⑷　訪問入浴サービス事業（障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、障害者等の居宅を訪問し、入浴サービスを提供するもの）　
（利用の対象者）

第４条　前条に規定する事業の対象者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

1 　移動支援事業　市内に居住し、又は法第34条第1項に規定する共同生活住居に居住する身体障害者及び難病患者（法第21条第１項に定める障害支援区分の認定に係る調査項目「移動」において支援が必要となっている者並びに障害支援区分の認定を受けていない難病患者及び障害児にあっては、支援の度合いがこれに相当する者に限る。）並びに知的障害者及び精神障害者（ただし、法第５条第３項に規定する重度訪問介護、同条第５項に規定する行動援護及び同条第９項に規定する重度障害者等包括支援の支給決定を受けた者を除く。）

⑵　日中一時支援事業　市内に居住する身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者
⑶　身体障害者デイサービス事業　市内に居住する全身性障害者及び難病患者（ただし、介護保険法（平成９年法律第123号）に定める保険給付を受けることができる者（以下「介護保険適用者」という。）を除く。）

⑷　訪問入浴サービス事業　市内に居住する全身性障害者及び難病患者で、親族等の介護によっても自宅の浴槽で入浴することが困難な者（ただし、介護保険適用者を除く。）

　（利用の申請）
第５条　この事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者（以下「利用者」という。）は、居宅生活支援事業利用申請書（様式第１号）により市長に申請するものとする。
　（利用の決定等）

第６条　市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定し、居宅生活支援事業利用決定通知書（様式第２号）又は居宅生活支援事業利用却下通知書（様式第３号）により利用者に通知するものとする。
２　市長は、前条の申請を決定したときは、居宅生活支援事業受給者証（様式第４号）を交付するものとする。
　（利用の変更申請）

第７条　利用者が、前条の規定により決定した内容を変更しようとするときは、居宅生活支援事業利用変更申請書（様式第４号）を市長に提出するものとする。

　（利用の変更決定）

第８条　市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、居宅生活支援事業利用変更決定通知書（様式第５号）により利用者に通知するものとする。

（申請内容の変更及び廃止）

第９条　利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、居宅生活支援事業申請内容変更（廃止）届（様式第６号）により速やかに市長に届け出るものとする。
　⑴　利用者の住所等を変更したとき。
　⑵　利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
　⑶　利用の中止をしようとするとき。
　（利用の取消し）

第10条　市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用決定を取り消すことができる。
　⑴　利用者がこの事業の対象者でなくなったとき。
　⑵　利用者が利用に関し虚偽の申請をしたとき。
　⑶　その他市長が利用を不適当と認めたとき。
２　市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、居宅生活支援事業支給決定取消通知書（様式第７号）により利用者に通知するものとする。

　（利用の方法）

第11条　利用者がこの事業を利用しようとするときは、受給者証を豊岡市居宅生活支援事業の事業者指定等に関する要綱（平成25年豊岡市告示第101号）第２条第３項に規定する指定事業者（以下「事業者」という。）に提示し、事業者と直接契約するものとする。
　（利用者負担額）

第12条　利用者は、この事業を利用したときは、豊岡市障害者自立支援認定審査会により認定を受けた障害支援区分（認定を受けていない利用者については、別表に基づき判定した障害程度区分。以下同じ。）に基づき、別表の基準額の100分の10（当該額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。）に相当する額を負担するものとする。
２　前項の規定にかかわらず、同一の月に、次の各号に掲げる事業の利用者負担額及びこの要綱に基づく事業に要した利用者負担額の合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号）第17条又は児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）第24条で定める額を超えるときは、当該額を当該月の利用者負担額とする。

⑴　法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービス

⑵　法第30条第１項第２号に規定する基準該当障害福祉サービス

⑶　法第76条第１項に規定する補装具費の支給
⑷　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３に規定する指定通所支援

⑸　児童福祉法第21条の５の４第１項第２号に規定する基準該当通所支援

⑹　豊岡市障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱（平成18年豊岡市告示第172号の４）第３条第１項に規定する排泄管理支援用具の給付

３　移動支援事業を利用したとき、利用者は、交通機関、有料道路、有料駐車場等を使用したときは、利用者負担額とは別に当該実費を負担するものとする。
　（支払い等）
第13条　市長は、利用者が障害程度区分に基づいた別表の基準額を事業者に支払ったときは、利用者に当該額から利用者負担額を差し引いた額を支払うものとする。
２　市長は、利用者から事業者への代理受領に係る委任に基づき、事業者からの申し出により事業費を支払うことができるものとする。

３　前項の規定により代理受領の委任を受けた事業者は、居宅生活支援事業費請求書（様式第８号）により市長に事業費を請求するものとする。
（不正利得の徴収）
第14条　市長は、詐欺その他不正な手段により居宅生活支援事業費の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した居宅生活支援事業費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

　（その他）

第15条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
　　附　則
　（施行期日）

１　この要綱は、平成25年４月１日から施行する。
　（豊岡市居宅生活支援事業実施要綱の廃止）

２　豊岡市居宅生活支援事業実施要綱（平成18年豊岡市告示第172号の６。以下「旧要綱」という。）は、廃止する。

（豊岡市居宅生活支援事業支給決定基準の一部改正）

３　豊岡市居宅生活支援事業支給決定基準（平成24年豊岡市告示第131号の４）の一部を次のように改正する。

　　第１条中「豊岡市居宅生活支援事業実施要綱（平成18年豊岡市告示第172号の６）」を「豊岡市居宅生活支援事業実施要綱（平成25年豊岡市告示第100号）」に改める。

　（経過措置）
４　この要綱の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附　則(平成26年3月28日豊岡市告示第103号）

　この要綱は、平成26年４月１日から施行する。
附　則(平成27年4月1日豊岡市告示第138号)

　（施行期日）

１　この要綱は、告示の日から施行する。
　（経過措置）

２　この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の要綱の規定によりみなされた決定及び手続きその他の行為は、この要綱の相当する規定によりなされたものとみなす。

附　則(平成28年３月31日豊岡市告示第141号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附　則（令和３年３月26日豊岡市告示第90号）

　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
附　則（令和５年11月16日豊岡市告示第330号）

　この要綱は、令和５年12月１日から施行する。

　　　附　則（令和７年12月12日豊岡市告示第313号）
　この要綱は、告示の日から施行する。
別表１　移動支援事業に係る基準額（①身体障害者　②知的・精神障害者）

（個別支援型）

	障害

程度

区分等
	対象者
	時間
	基準額
	加算

	
	
	
	
	早朝・夜間
	深夜

	区分１
	①　食事行為、排泄行為に対して介助が必要となる者（全身性障害者）

②　1-2の表において10点以上となる者
	30分未満
	2,450円
	612円
	1,225円

	
	1 
	30分以上
１時間未満
	3,880円
	970円
	1,940円

	
	2 
	１時間以上
１時間30分未満
	5,640円
	1,410円
	2,820円

	
	3 
	以後30分ごとに
	800円
	200円
	400円

	区分２
	1-2の表において10点未満となる者
	30分未満
	1,010円
	252円
	505円

	
	4 
	30分以上
1時間未満
	1,890円
	472円
	945円

	
	5 
	１時間以上
１時間30分未満
	2,640円
	660円
	1,320円

	
	6 
	以後30分ごとに
	670円
	167円
	335円

	加算
	早朝:午前６時から午前８時まで
夜間:午後６時から午後10時まで
	基準額×25/100を加算

	
	深夜：午後10時から午前６時まで
	基準額×50/100を加算

	
	２人派遣
	基準額×２


（グループ支援型）

	時間
	ヘルパー１人が支援を行うグループ員数

	
	２人
	３人

	30分未満
	707円
	606円

	30分以上
1時間未満
	1,323円
	1,134円

	１時間以上
１時間30分未満
	1,848円
	1,584円

	以後30分ごとに
	469円
	402円


備考

１　１時間30分を越える利用は、１時間以上１時間30分未満に30分ごとの加算とする（少数点以下は、切捨て）。

２　所要時間30分未満で算定する場合の所要時間は、20分以上とする。

３　グループ支援型の対象者は区分２の者とする。

１－２　移動支援事業に係る障害程度区分調査票（知的・精神障害者）

	調査項目
	０点
	１点
	２点

	コミュニケーション
	日常生活に支障がない
	特定の者
	会話以外の方法
	独自の方法
	コミュニケーションできない

	説明の理解
	理解できる
	理解できない
	理解できているか判断できない

	大声・奇声を出す
	支援が不要
	希に支援が必要
	月に1回以上
	週1回以上の支援が必要
	ほぼ毎日（週５日以上の）支援が必要

	異食行動
	支援が不要
	希に支援が必要
	月に1回以上
	週1回以上の支援が必要
	ほぼ毎日（週５日以上の）支援が必要

	多動・行動停止
	支援が不要
	希に支援が必要
	月に1回以上
	週1回以上の支援が必要
	ほぼ毎日（週５日以上の）支援が必要

	不安定な行動
	支援が不要
	希に支援が必要
	月に1回以上
	週1回以上の支援が必要
	ほぼ毎日（週５日以上の）支援が必要

	自らを傷つける行為
	支援が不要
	希に支援が必要
	月に1回以上
	週1回以上の支援が必要
	ほぼ毎日（週５日以上の）支援が必要

	他人を傷つける行為
	支援が不要
	希に支援が必要
	月に1回以上
	週1回以上の支援が必要
	ほぼ毎日（週５日以上の）支援が必要

	不適切な行為
	支援が不要
	希に支援が必要
	月に1回以上
	週1回以上の支援が必要
	ほぼ毎日（週５日以上の）支援が必要

	突発的な行動
	支援が不要
	希に支援が必要
	月に1回以上
	週1回以上の支援が必要
	ほぼ毎日（週５日以上の）支援が必要

	過食・反すう等
	支援が不要
	希に支援が必要
	月に1回以上
	週1回以上の支援が必要
	ほぼ毎日（週５日以上の）支援が必要

	てんかん発作
	年1回以上
	月に１回以上
	週１回以上


判定基準は、上記の項目により10点以上を区分１とし、10点未満を区分２とする。

２　日中一時支援事業に係る基準額

	障害程度区分等
	基礎単位
	日中一時支援事業

	
	
	４時間未満

25/100
	４時間以上

８時間未満

50/100
	８時間以上

75/100

	区分１
	757

単位
	1,890円
	3,780円
	5,670円

	区分２
	593

単位
	1,480円
	2,960円
	4,440円

	区分３
	490

単位
	1,220円
	2,450円
	3,670円

	遷延性意識障害者･児

(備考2)
	1,400

単位
	3,500円
	7,000円
	10,050円

	重症心身障害者・児

（備考3）
	2,400

単位
	6,000円
	12,000円
	18,000円

	食事提供加算（備考4）
	420円

	送迎加算
	片道540円


備考

１　区分１から区分３までの障害程度区分は、２－２の表に基づき判定する。

２　遷延性意識障害者（児）が医療機関を利用した場合（医師により、遷延性意識障害の症状を呈すると認められた者（児童）又はこれに準ずると認められた者（児童）、医師により、筋萎縮性側策硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者（児童）が医療機関である指定短期入所を利用した場合）　

３　重症心身障害者（児）が医療機関を利用した場合（重度の知的障害及び重度の肢体不自由児が重複している者（児童）が、医療機関である指定短期入所を利用した場合）　　

４　食事提供加算対象者は、市民税均等割非課税世帯とする。

別表２－２　日中一時支援事業に係る障害程度区分調査票

	
	項目
	
	判断基準

	①
	食事
	・全介助

・一部介助
	全面的に介助を要する。

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

	②
	排泄
	・全介助

・一部介助
	全面的に介助を要する。

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

	③
	移動
	・全介助

・一部介助
	全面的に介助を要する。

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

	④
	行動障害及び

精神症状
	・ほぼ毎日（週５日以上の）支援や配慮等が必要

・週１回以上の支援や配慮等が必要
	調査日前の１週間に週５日以上現れている場合又は調査日前の１か月間に５日以上現れている週が２週以上ある場合。

調査日前の１か月間に毎週１回以上現れている場合又は調査日前の１か月間に２回以上現れている週が２週以上ある場合。

(1)強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動や、危険の認識に欠ける行動。

(2)睡眠障害や食事・排泄に係る不適応行動（多飲水や過飲水を含む）。

(3)自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為

(4)気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。

(5)再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。

(6)他者と交流することの不安や緊張、感覚の過敏さ等のため外出や集団参加ができない。

また、自室に閉じこもって何もしないでいる。

(7)学習障害のため、読み書きが困難。


上記の項目のうち次の区分を設定する。

【区分１】①から③までの項目のうち「全介助」が２項目以上又は④の項目のうち「ほぼ毎日」が１項目以上の場合

【区分２】①から③までの項目のうち「全介助」若しくは「一部介助」が２項目以上又は④の項目のうち「週１回以上」が１項目以上の場合

【区分３】区分１又は区分２に該当しない者で①から④までの項目のうち、「一部介助」又は「全介助」が１項目以上の場合

ただし、豊岡市障害者自立支援認定審査会において障害程度を認定している利用者については、次の表のとおりとする。

	認定審査会障害支援区分
	日中一時事業障害程度区分

	区分６
	区分１

	区分５
	

	区分４
	区分２

	区分３
	

	区分２
	区分３

	区分１
	


３　身体障害者デイサービス事業に係る基準額
	障害程度区分等
	４時間未満
	４時間以上
６時間未満
	６時間以上

	区分１
	3,450円
	5,760円
	7,480円

	区分２
	3,190円
	5,330円
	6,930円

	区分３
	2,950円
	4,910円
	6,380円

	入浴加算
	日額400円

	専門職員配置加算
	日額4,030円

	送迎加算
	片道540円


備考　区分１から区分３までの障害程度区分は、３－２の表に基づき判定する。

　　　専門職員配置加算は、入浴時に医療的なケアを必要とする障害者等への看護体制（看護師、介護福祉士の人員配置）について算定する。

３－２　身体障害者デイサービスに係る障害程度区分調査票
	
	項目
	
	判断基準

	①
	食事
	・全介助
・一部介助
	全面的に介助を要する。
おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

	②
	排泄
	・全介助
・一部介助
	全面的に介助を要する。
便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

	③
	入浴
	・全介助
・一部介助
	全面的に介助を要する。
身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

	④
	移動
	・全介助
・一部介助
	全面的に介助を要する。
手を貸してもらうなど一部介助を要する。


　　上記の項目のうち次の区分を設定する。
【区分１】①から④までの項目のうち「全介助」が３項目以上の場合
【区分２】区分１に該当しない者で①から④までの項目のうち「全介助」又は「一部介助」が３項目以上の場合
【区分３】区分１又は区分２に該当しない者で①から④までのうち「一部介助」又は「全介助」が１項目以上の場合
ただし、豊岡市障害者自立支援認定審査会において障害程度を認定している利用者については、次の表のとおりとする。
	認定審査会障害支援区分
	身体障害者デイサービスの

障害程度区分

	区分６
	区分１

	区分５
	

	区分４
	区分２

	区分３
	

	区分２
	区分３

	区分１
	


４　訪問入浴サービス事業に係る基準額

	区分
	入浴　清拭・一部入浴

	訪問入浴サービス
	12,500円

	判断基準
	訪問入浴サービス事業を利用しないと入浴が困難な在宅の身体障害者。
利用者は常時臥床の状態で、医師が入浴可能と認めた者であること。

利用者には、成人と同様の体格で居宅介護等の他のサービスを利用しての入浴が困難な身体障害児も含む。


※障害程度区分は設定しない。
様式第１号（第５条関係）
居宅生活支援事業利用申請書
                                      申請年月日　　　年　　月　　日

豊岡市長　様　　

居宅生活支援事業を利用したいので、豊岡市居宅生活支援事業実施要綱第５条の規定により、次のとおり申請します。

※　申請者は障害者本人（ただし、障害児の場合は、支給申請に係る障害児の保護者）

	申請者
	フリガナ
	
	生年月日
	　　　　　年　　月　　日

	
	氏　　名
	個人番号：
	
	

	
	居住地
	〒
　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号

	フリガナ
	
	生年月日
	年　　月　　日

	支給申請に係る

障害児氏名
	個人番号：
	
	

	身体障害者手帳番号
	
	療育
手帳番号
	
	精神障害者保健福祉手帳番号
	

	申請希望サービス
	申請する支援の種類及び内容

	
	種　類
	□移動支援
	　　　　　　　　時間／月

	
	
	□日中一時支援
	　　　　　　　　日　／月

	
	
	□身体障害者デイサービス
	　　　　　　　　日　／月

	
	
	□訪問入浴
	　　　　　　　　日　／月

	
	内容
	

	現在利用中のサービス
	


サービス等利用計画又は個別支援計画を作成するために必要があるときは、利用概況調査等の内容を豊岡市から指定特定相談支援事業者、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の関係者に提示することに同意します。

申請者氏名　　　　　　　　　　　　　

様式第２号（第６条関係）

第　　　　　号

年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊岡市長　　　　　　　印

居宅生活支援事業利用決定通知書

　年　　月　　日に申請のありました居宅生活支援事業について、下記のとおり決定し、受給者証を交付しますので通知します。

記

	受給者証
番　　　　号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	支給決定障害者
（保護者）氏名
	　

	支給決定年月日
	
	支給決定に係る
障害児氏名
	　

	有効期間
	

	障害程度区分
	

	利用者負担割合
	
	利用者負担上限月額
	

	特定入所者食費等給付費
	日額　　　　　　　　　　　　　円

	サービスの種類
	支援の内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	特記事項
	


不服申立て及び取消訴訟
1　この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に豊岡市長に対し審査請求をすることができます。な
お、審査請求をした場合には、豊岡市長に申し立てれば、口頭により意見を述べることができます。
2　また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として（訴訟においては市を代　
表する者は市長となります）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときを除く。）ではなければ提起することができないこととされています。
⑴　 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
⑵ 　処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
⑶ 　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3　ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、原則として審査請求をすることができなくなり、
また、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、原則として決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。
問い合わせ先　

　豊岡市　　課

　 住所　

電話番号　
様式第３号（第６条関係）

第　　　　　号

年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊岡市長　　　　　　　印

居宅生活支援事業利用却下通知書

　年　　月　　日に申請のありました居宅生活支援事業については、下記の理由により却下することに決定しましたので通知します。

記
１　申請事項

２　却下理由
不服申立て及び取消訴訟
1　この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に豊岡市長に対し審査請求をすることができます。な
お、審査請求をした場合には、豊岡市長に申し立てれば、口頭により意見を述べることができます。
2　また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として（訴訟においては市を代　
表する者は市長となります）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときを除く。）ではなければ提起することができないこととされています。
⑴　 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
⑵ 　処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
⑶ 　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3　ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、原則として審査請求をすることができなくなり、
また、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、原則として決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。
問い合わせ先　

　豊岡市　　課

　 住所　

電話番号　
様式第４号（第６条関係）
[image: image1.emf]〒

兵庫県豊岡市

電話　

（一） （二） （三）

居宅生活支援事業受給者証 支給決定の内容 支給決定の内容

受給者証番号



支

給

決

定

障

害

者

等

居住地



フリガナ



氏名



生年月日 　　　　　年　　月　　日

氏名

フリガナ

生年月日



障害種別



障

害

児

支給市町村

名

及び　印

豊岡市

交付年月日 　　　　　年　　月　　日

移

動

支

援

（予備欄）

身

体

障

害

者

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

支給量等

支給量等



利用者負担上限額

管理対象者該当の

有無

特記事項



日

中

一

時

支

援

支給決定期間

支給量等

負担適用月

食事提供体制

加算対象者



利用者負担上限額管理事業所名

利用者

負担割合



利用者負担

上限月額

支給決定期間

支給量等



訪

問

入

浴

支給決定期間
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　　月　　　時間　　　　分

　　　　　年　　月　　　日

　　　　　年　　月　　　日



　　月　　　時間　　　　分

　　　　　年　　月　　　日

　　　　　年　　月　　　日



　　月　　　時間　　　　分

　　　　　年　　月　　　日 　　　　　年　　月　　　日

　　　　　年　　月　　　日



　　月　　　時間　　　　分

　　　　　年　　月　　　日

　　　　　年　　月　　　日



年　　月　　日



年　　月　　日

　　月　　　時間　　　　分

　　　　　年　　月　　　日

　　　　　年　　月　　　日



　　月　　　時間　　　　分

変更後の支給量



年　　月　　日



年　　月　　日



当該契約支給量による

サービス提供終了日

サービス提供終了月中の

終了日までの既提供量

サービス提供終了月中の

終了日までの既提供量

当該契約支給量による

サービス提供終了日

予備欄



変更年月日

契約支給量

3

事業者及びその

事業所の名称



契 約 日 契 約 日

契約支給量

サービス提供終了月中の

終了日までの既提供量

6

事業者及びその

事業所の名称

変更年月日

サービス提供終了月中の

終了日までの既提供量

当該契約支給量による

サービス提供終了日



契 約 日

契約支給量



契約支給量

契 約 日

当該契約支給量による

サービス提供終了日

2

事業者及びその

事業所の名称



5

事業者及びその

事業所の名称



当該契約支給量による

サービス提供終了日

変更年月日

1

事業者及びその

事業所の名称

事業の種類



変更年月日

契 約 日

4

サービス提供終了月中の

終了日までの既提供量

当該契約支給量による

サービス提供終了日

サービス提供終了月中の

終了日までの既提供量

契 約 日



移動支援事業者記入欄



利用量変更の記載欄

番

号

移動支援事業者記入欄

番

号

（四） （五） （六）

事業者及びその

事業所の名称

契約支給量 契約支給量
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　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

　　　　年　　月　　日



：　　から　　：　　まで

　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

：　　から　　：　　まで

　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

：　　から　　：　　まで

　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで



33



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

　　　　年　　月　　日

31



30



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

29



28



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

27



26



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで



（九）

日中一時支援事業実績記入欄（日中一時・療育　継続欄）

番

号

事 業 者 及 び

その事業所の名

称

月

累

計

実施日

日

数

36



　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

：　　から　　：　　まで

：　　から　　：　　まで ：　　から　　：　　まで



35



　　　　年　　月　　日



日

数



　　　　年　　月　　日

24



　　　　年　　月　　日



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

23

：　　から　　：　　まで

：　　から　　：　　まで ：　　から　　：　　まで



34



22



　　　　年　　月　　日



　　　　年　　月　　日



：　　から　　：　　まで



9



　　　　年　　月　　日

21

20



　　　　年　　月　　日

32



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

8



10

12

11



19



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

　　　　年　　月　　日

7



：　　から　　：　　まで



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで ：　　から　　：　　まで

18



：　　から　　：　　まで

6

5



　　　　年　　月　　日

17



　　　　年　　月　　日

16



：　　から　　：　　まで

：　　から　　：　　まで

4



15

：　　から　　：　　まで



　　　　年　　月　　日



　　　　年　　月　　日

3

14

　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで



　　　　年　　月　　日



：　　から　　：　　まで

　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

2

：　　から　　：　　まで

　　　　年　　月　　日

25



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで



　　　　年　　月　　日

13



1

月

累

計

月

累

計

番

号

事 業 者 及 び

その事業所の名

称

実施日

日中一時支援事業実績記入欄（日中一時・療育　継続欄）

日中一時支援事業実績記入欄(日中一時・療育)

番

号

（七） （八）

事 業 者 及 び

その事業所の名

称

実施日
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　　　　年　　月　　日
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実施日
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数



サービス内容

　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

48



47



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

46



45



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

44



43



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで

42



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで



サービス内容



40



39



38



　　　　年　　月　　日

：　　から　　：　　まで



サービス内容



（十）

日中一時支援事業実績記入欄（日中一時・療育　継続欄）

番

号

事 業 者 及 び

その事業所の名

称

月

累

計

37

当該サービス提供終了月中の

終了日までの既提供量

日



サービス内容

契約支給量（／月）

日



当該契約支給量による

サービス提供終了日

　　　　　年　　　月　　　日

サービス内容



当該サービス提供終了月中の

終了日までの既提供量

日



4

事業者及びその

事業所の名称



契 約 日 　　　　　年　　　月　　　日

サービス内容



契約支給量（／月）

日



当該契約支給量による

サービス提供終了日

　　　　　年　　　月　　　日

サービス内容



（十二）

番

号

訪問入浴事業者記入欄

3

事業者及びその

事業所の名称



契 約 日 　　　　　年　　　月　　　日



当該サービス提供終了月中の

終了日までの既提供量

日



サービス内容



　　　　　年　　　月　　　日



当該契約支給量による

サービス提供終了日

：　　から　　：　　まで



　　　　年　　月　　日



日



契約支給量（／月）

　　　　年　　月　　日



事業者及びその

事業所の名称



契 約 日 　　　　　年　　　月　　　日

2

日



：　　から　　：　　まで

　　　　年　　月　　日

当該サービス提供終了月中の

終了日までの既提供量

41



　　　　　年　　　月　　　日



日

　　　　　年　　　月　　　日 契 約 日



1

事業者及びその

事業所の名称

契約支給量（／月）

当該契約支給量による

サービス提供終了日

番

号

日中一時支援事業実績記入欄（身体障害者デイサービス）

（十一）


[image: image5.emf]（十四） （十五）

注意事項欄 注意事項欄

１　この証は、各面をよく読んで大切に持っていてくだ

さい。

２　居宅生活支援事業を受けようとするときは、必ずこ

の証を指定事業者等に提示してください。

３　居宅生活支援を受けるときに支払う金額は、居宅

生活支援に要した費用（食費、光熱水費等を除く。）

の１割です。ただし、三面の負担上限月額欄に記載さ

れた金額が一月当たりの上限になります（障害福祉

サービスに要した費用を含みます。）。また、食事等に

要する費用について、特定障害者特別給付費欄に記

載する額を一日当たりの上限として支給します。な

お、指定を受けていない事業者を利用する場合等は

市町村の窓口にお問い合わせください。

４　負担上限月額については、毎年利用者の収入等

に応じて決定しますので、所定の時期に、この証と認

定に必要な関係書類を市町村に提出してください。

５　支給決定期間を経過したときは居宅生活支援の利

用ができませんので、支給決定期間を経過する前に、

市町村にこの証を添えて、支給の再申請をしてくださ

い。

６　利用量の変更を必要とする場合は、利用量の変更

の申請をすることができます。また、他の種類の居宅生

活支援を利用する必要がある場合は、市町村に支給

申請をしてください。（サービスの種類によっては、障害

程度区分の（変更）認定を受ける必要があります。）

７　この証の一、三面の記載事項に変更があったとき

は、１４日以内に、この証を添えて市町村にその旨を届

け出てください。

８　支給決定期間内に、居住地を移そうとする場合は、

事前に、この証を交付した市町村にご連絡、ご相談く

ださい。

  また、支給決定期間内に、他の市町村の区域に居住

地を移したときは、１４日以内に、この証を添えて、この

証を交付した市町村（旧居住地の市町村）に届け出て

ください．

９ この証を破損したり、汚したり又は紛失したときは、速

やかに届け出て、再交付を受けてください。

  また、再交付を受けた後、紛失したこの証を発見した

ときは、速やかに市町村に返してください。

10 受給者の資格がなくなったときは、直ちにこの証を

市町村に返してください。

11 不正にこの証を使用した者は、関係法令により処罰

されることがあります。

12 支給決定の内容欄に記載されていない居宅生活支

援のサービスについては、利用することはできません。

（十三）

(予備欄）



様式第５号（第７条関係）
居宅生活支援事業利用変更申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請年月日　　　　　年　　月　　日
豊岡市長　　様

居宅生活支援事業の利用について、内容を変更したいので豊岡市居宅生活支援事業実施要綱第７条の規定により、次のとおり申請します。

	申　請　者
	フリガナ
	
	生年月日
	　　　　　　　　年　　月　　日

	
	氏　　名
	個人番号：
	
	

	
	居住地
	〒　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号

	フリガナ
	
	生年月日
	　　　年　　月　　日

	支給申請に係る

障害児氏名
	個人番号：
	
	

	身体障害者手帳番号
	
	療育
手帳番号
	
	精神障害者保健福祉手帳番号
	

	障害福祉関係サービス
	サービス利用の状況
	利用中のサービスの種類と支給量等

□　移動支援

□　日中一時支援

□　身体障害者デイサービス

□　訪問入浴

	
	変更後
	希望するサービスの種類と支給量等

□　移動支援

□　日中一時支援

□　身体障害者デイサービス

□　訪問入浴

	変更の理由
	


※　受給者証を添えて提出してください。
サービス等利用計画又は個別支援計画を作成するために必要があるときは、利用概況調査等の内容を豊岡市から指定特定相談支援事業者、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の関係者に提示することに同意します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名　　　　　　　　　　　　　

様式第６号（第８条関係）
第　　　　　　　号

年　　　　月　　　　日

                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊岡市長　　　　　印
居宅生活支援事業利用変更決定通知書
　　年　月　日付で変更申請のありました居宅生活支援事業について、下記のとおり決定したので、豊岡市居宅生活支援事業実施要綱第８条の規定により通知します。

記

	受給者証
番　　　　号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	支給決定障害者

（保護者）氏名
	

	変更年月日
	
	支給決定に係る
障害児氏名
	

	変更の内容
	変更前
	

	
	変更後
	


受給者証を豊岡市　　　　　　　　　　課に提出してください。ただし、既に受給者証を提出されている方は、不要です。

提出先　　　
豊岡市　　　　課
住　所　豊岡市
電話番号　
提出期限　　　　　年　　月　　日

不服申立て及び取消訴訟
1　この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に豊岡市長に対し審査請求をすることができます。な
お、審査請求をした場合には、豊岡市長に申し立てれば、口頭により意見を述べることができます。
2　また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として（訴訟においては市を代　
表する者は市長となります）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときを除く。）ではなければ提起することができないこととされています。
⑴　 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
⑵ 　処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
⑶ 　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3　ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、原則として審査請求をすることができなくなり、
また、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、原則として決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。
問い合わせ先　

　豊岡市　　課

　 住所　

電話番号　

様式第７号（第９条関係）
居宅生活支援事業申請内容変更（廃止）届出書

豊岡市長　　様

　　年　　月　　日
次のとおり変更がありましたので、豊岡市居宅生活支援事業実施要綱第９条の規定により届け出ます。

	フリガナ
	
	生年

月日
	年　　月　　日

	支給決定障害者（保護者）氏名
	個人番号：
	
	

	居　住　地
	〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号

	フリガナ
	
	続柄
	

	支給決定に係る
障害児氏名
	個人番号：
	生年月日
	年　　月　　日

	支給決定

サービス


	□　移動支援

□　日中一時支援

□　身体障害者デイサービス

□　訪問入浴


	届出書提出者
	□支給決定障害者等（本人）　　□本人以外（下の欄に記入）

	フリガナ
	
	本人と

の関係
	

	氏　　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
	

	住　　所
	〒

電話番号


	変更事項

（該当に○をして下さい。）
	支給決定障害者等に関すること
	①氏名　②居住地　③連絡先　

	
	利用者である障害児に関すること
	④氏名　⑤居住地　⑥連絡先　⑦保護者との続柄　

	
	利用の中止
	

	
	その他
	

	変更内容
	変更前
	

	
	変更後
	


※受給者証を添えて提出してください。

様式第８号（第10条関係）
第　　　　　　　号

  年  月  日
　　　　　　　　　　　　　　　　　様

            　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊岡市長　　　　　　印
居宅生活支援事業支給決定取消通知書

　　豊岡市居宅生活支援事業実施要綱第10条第2項の規定により、下記のとおり支給決定を取り消しましたので通知します。

記

	受給者証
番　　　　号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	支給決定障害者
（保護者）氏名
	

	支給決定取消日
	
	支給決定に係る
障害児氏名
	

	取消理由
	


受給者証を豊岡市　　　　　　　課に返還してください。ただし、既に受給者証を提出されている方は、不要です。

返還先　　豊岡市
返還期限　　　　　　年　　月　　日
不服申立て及び取消訴訟
1　この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に豊岡市長に対し審査請求をすることができます。な
お、審査請求をした場合には、豊岡市長に申し立てれば、口頭により意見を述べることができます。
2　また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として（訴訟においては市を代　
表する者は市長となります）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときを除く。）ではなければ提起することができないこととされています。
⑴　 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
⑵ 　処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
⑶ 　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3　ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、原則として審査請求をすることができなくなり、
また、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、原則として決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。
問い合わせ先　

　豊岡市　　課

　 住所　

電話番号　

様式第９号（第13条関係）
居宅生活支援事業費請求書

年　　月　　日

（請求先）　　　　　　　　　　　　　　　
	請求事業者
	事業者番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	住所
（所在地）
	

	
	電話番号
	

	
	名称
	

	
	職・氏名
	


	
	年
	
	月分


	請求金額
	
	
	百万
	
	
	千
	
	
	円


	事業名
	明細書件数
	金額

	内　訳
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合　　計
	
	











　　　　　　　　　　様














　　　　　　　　　　様














　　　　　　　　　　様








　　　　　　　　　　　　　様











豊岡市居宅生活支援事業実施要綱第13条第3項の規定により、次のとおり請求します。








